
役職段階別加算表（職員給与規程第４８条表１）

本 給 表 職 務 の 級 加 算 割 合

一般職本給表（一） １０級・９級・８級 １００分の２０

７級・６級 １００分の１５

５級・４級 １００分の１０

３級 １００分の５

一般職本給表（二） ５級 １００分の１０

４級 ・３級（別に定める職員に １００分の５

限る）

教育職本給表（一） ６級 １００分の２０

５級 １００分の１５（別に定める

職員にあっては１００分の２

０）

４級・３級 １００分の１０（職務の級４

級の職員のうち別に定める職

員にあっては１００分の１５）

２級（別に定める職員に限る。） １００分の５

１級（別に定める職員に限る。）

教育職本給表（三） ４級 １００分の１５（別に定める

職員にあっては１００分の２

０）

３級・特２級 １００分の１０

２級（別に定める職員に限る。） １００分の５（別に定める職

員にあっては１００分の１０）

医療職本給表（二） ８級・７級・６級 １００分の１５

５級 １００分の１０

４級・３級・２級（別に定める １００分の５

職員に限る）

医療職本給表（三） ７級・６級 １００分の１５

５級・４級 １００分の１０

３級・２級（別に定める職員に １００分の５

限る）


